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 はじめに  

 

  戦後のわが国の教育は、教育水準の向上を通じ経済社会の発展に貢献してきた。その中で、

自由民主党は、左翼思想に支配された日本教職員組合が教育現場で強い力を行使することを

防ぎつつ、正しい教育を求めて教育政策を展開してきた。そして、憲法と並んで戦後一度も

改正されることのなかった教育基本法を、平成１８年にようやく改正することが出来た。 

  一方、民主党は、政権を獲得して以降は、施政方針演説などでの教育への言及は少なく、

教育に対する考え方は明確に示されていない。しかし、子ども手当に見られるように、

「子どもは親が育てる」という日本人の常識を捨て去り「子どもは社会が育てる」という

誤った考え方でマニフェストを作り、その予算化を進めている。又、民主党の支持母体で

ある日本教職員組合の考え方に沿って様々な誤った教育政策を展開している。 

  教育は国家の最優先課題であり、責任政党たるためには、教育に関する将来ビジョンを

明確に国民に示す必要がある。 

  国家戦略本部 第６分科会（教育）は、昨年１１月の設置以降、「中長期の視点に立った

抜本的教育改革」に論点を集約のうえ、１１回にわたり、党所属国会議員との意見交換や、

有識者、地方自治体、経済界などからのヒアリングを行い、このたび、議論の取りまとめを

行った。 

  以下は、主として中長期の視点に立った抜本的教育改革についての、具体的な提言事項で

ある。 

  なお、科学技術、文化、スポーツ等のあり方については、この提言では触れておらず、

今後の検討課題とした。 
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 基本的考え方  

－教育再生で  国、地域、個人の再生を実現― 

 

  現在の日本の閉塞状況を打破し、活力ある国や地域の再生と元気な個人を取り戻すため

には、人材こそわが国の最も大切な資源との認識に立ち、危機的状況にある教育の再生

を図ることが短期的にも、中長期的にも、わが国にとって最大の課題である。 

  現在の教育の危機的状態を具体的に例示すれば以下の通りである。即ち 

 

① 家庭の教育力低下や過保護な親と無関心な親の存在 

② 学校における悪平等・画一主義の蔓延による子どもの個性、伸びる力の抑圧 

③ いじめ、不登校、学級崩壊、青少年犯罪の続発 

④ 子どもの権利を重視するあまり「公」を軽視する傾向 

⑤ グローバル化、情報化が進む中、旧態依然たる教育システムの継続、 
 

  これらの諸問題は、永きにわたり各方面から指摘されてきたが、遅々として改革が進んで

いない。 
 

  自由民主党は、これまでの日本の教育政策のあり方を深刻に反省しつつ、以下の四点を

教育再生の基本的考えにおいて、今後の改革を進めていく。 
 

○ 平成１８年改正した新教育基本法と平成２２年自民党綱領をベースに、３月１１日の

大震災で全国民が再確認した家族・家庭の重視、良き伝統、文化、道徳を大切にする

教育を実現（資料①参照） 
 

○ 戦後の日本教育のあり方を根本的に反省し、行きすぎた平等（悪平等、即ち機会の

平等ではなく結果の平等を追求）の是正、小学校から大学まで、外部に対して極端に

閉鎖的な体制の改革 
 

○ ゆとり教育の悪しき側面を反省し、基礎学力をしっかり育成 
 

○ わが国の特質である「和と絆」を大切にしつつ、グローバル化時代に対応した教育を

展開 
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１．教育を国家の最優先政策と位置づけ  

 

（１）「自助自立する国民」「家族、地域社会、国への帰属意識を持つ国民」「良き歴史、

伝統、文化を大切にする国民」「自ら考え、判断し、意欲にあふれる国民」を育成

することを、教育の目標とする。 
 

（２）教育投資の飛躍的拡大 

教育の重要性は認識しつつも、基本的に児童・学生数の減少を反映して、現実の

教育予算は、減少の一途をたどってきた。公財政教育支出をＯＥＣＤ並みに引き

上げることを目標にすべきである。（資料②参照） 
 

（３）新・教育基本法の主旨に合致した教科書の検定と採択方法の改革 

平成２３年から採択が始まる教科書をみても、相変わらず自虐的な歴史観、自衛隊

違憲、外国人参政権推進等が強調されている教科書が多く、新・教育基本法は骨抜きに

されている。教科書検定をしっかり行うとともに、教職員組合の意向に左右されて

しまう現在の採択方法を改革すべきである。 
 

（４）学校における式典等での国旗の掲揚、国歌の斉唱の義務化 

国旗・国歌の意義を授業の中でしっかり理解させ、子どもが国旗への尊敬の心を持ち、

国歌を実際に歌えるようにする。この為、都道府県の条例に委ねるのではなく、所要の

法律を制定する。 
 

（５）日本文化を理解、継承、発展させる教育 

中学校で武道が必修化されたが、小中高すべての段階で、珠算、書道、邦楽、生け花、

茶道、和装などの教育が行えるようにする。 
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２．家族の絆を大切にする家庭教育と幼児教育の充実  

 

（１）子どもの健全な発育にとって、乳幼児に対し親の愛情、スキンシップを最大限に注ぐ

ことが大切である。そのため、父母ともに育児休業制度を十分に活用するとともに

０歳児については、家庭で育てることを原則とし、家庭保育支援を強化する。 

（資料③参照） 
 

（２）１～２歳児は保育、３～５歳児は幼児教育とする 

その為、幼稚園において、教育以外の時間の預かり保育体制を充実させる。また、

保育所において、一定時間の幼児教育を明確に位置づけ体制を整備する。いずれの

場合も国の予算をしっかり確保し、特に幼児教育部分を無償化する。 
 

（３）５歳児に対する幼児教育の義務教育化の検討 

幼稚園、保育園での５歳児教育を義務教育とすべきかを検討し、その場合の小学校

教育との接続を明確化する。 
 

（４）家庭教育の支援体制強化 

幼児教育の前提として、安定した家庭の存在が不可欠である。孤立しがちな若い親に

対し、家庭教育を支援する施設をきめ細かく設置する等の支援体制を強化していく。

また、親の再教育、意識改革を進めることに務める。 
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３．基礎学力の向上と社会規範意識（公教育の再生） 

 

（１）大学教育の到達目標を定め、それを達成するため高等学校、中学校、小学校の学習指導

要領を改編する。 

小学校から中、高といくら積み上げていっても、大学レベルに到達しない問題を解決し、

併せて、大学（学問）のレベルアップの状況を小学校にまで反映できるようにする。 

 

（２）教育委員会の活性化と権限の拡大 

教育委員が名誉職化しており、教育委員会は事務局の提案の追認機関となっている。

教科書の採択の決定権、校長と市町村教育委員会による人事権の拡大、教員免許更新の

認定を大学ではなく教育委員会が能力・適性を判定させる等の権限を拡大させる。 

 

（３）基礎学力の向上には、学生本人の意欲の向上と教員の資質向上が最も重要である。 

社会人教員の採用、長期社会体験研修の義務化、免許更新の厳格化、特別免許状の

発行の拡大等を行う。（資料④参照） 

 

（４）過度な横ならび意識を打破し、「出る杭」を伸ばし育てることを可能とするために、

中学校、高等学校での「留年」（原級留置）の適切な実施、飛び級の導入、高校１年

から大学受験を可能にするシステムの導入。（資料⑤参照） 

 

（５）小中一貫教育、中高一貫教育の拡大（資料⑥参照） 

現状はまだ低いレベルにとどまっているので、教育効果の高い一貫教育拡大に向けて、

支援を強化する。 

 

（６）高校卒業検定試験の導入 

現在の大検は廃止し、高校卒業の一定のレベルを確保する為、新たに、全国統一の

高校卒業検定試験を導入する。大学で、再び高校レベルの教育を行わなくても済む

ようにする。又、検定試験は、高校３年間の在籍を問わずに受験できるようにする。 

 

（７）道徳教育の教科化、道徳教育の予算の拡充、ボランティア・奉仕活動の時間の拡大、

心の教育の充実 
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４．高等教育の質の向上  

 

（１）教授会自治を打破し、経営と教育を分離 

わが国高等教育の硬直性、排他性の根源となり、永らく問題が提起され続けている

教授会自治、即ち、教授全員の決定がなければ学部、大学の意思決定が行えない

慣行を廃止する。世界に開かれた大学に再生していく。また、大学教員の任期制を

普及させる。 

 

（２）研究重視型大学と教育重視型大学に機能分化させ大学、大学院の思い切った統廃合を

推進 

全ての大学が、同じスタイルで研究も教育も重視する、というフィクションをやめて、

世界に伍して最先端を競う研究重視型大学と地域の人材育成に貢献する教育重視型

大学に機能分化を図る。又、少子化、大学の質の低下、入学定員割れの現実を踏まえ、

過剰となった大学の統廃合、飾りもののように存在する多くの大学院を整理、廃止

する。 

 

（３）大学（教養重視）と大学院（高度な専門性）の分離、独立 

どの大学を卒業しても、客観的な試験等により、学部とは異なる大学院に入れる

ように、大学と大学院の分離を図る。 

 

（４）入試は理系、文系の区別を廃止、卒業は厳格に出口管理、大学の卒業率（現在９割

前後）を厳格化。転入学の容易化（資料⑦参照） 

高校卒業時点で社会人としての進路を決めさせるのではなく、大学で深い教養を身に

付ける中から、自らの進路（就職、大学院進学等）を決めることを可能にする。

同時に、入学即卒業、とにかく卒業単位を容易に取らせて大学を送り出すシステムを

変え、大学こそ厳しい勉学の場としていく。さらに、他の大学に移ることを容易に

する単位の互換性を積極的に認める仕組みを導入する。 

 

（５）留学生受け入れ、海外留学３０万人計画の完全実行（資料⑧参照） 

グローバル化に対応し、やる気のある学生を育てるため、最近、停滞している留学生の

受け入れ３０万人計画を更に進めると共に、海外に留学することも積極的に支援する。 

小学校から「話せる英語」を英語教育の目的とし、英語教育の飛躍的充実を図る。 

 

（６）職業教育の充実 

わが国の良き伝統である「勤労を重んじる態度」を初等教育の段階から重視すると

共に、高等教育における産学連携の強化、専修学校の一条校化を含む専門学校教育の

充実、高等専門学校の充実等、職業教育機関の強化。 
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 資料①  

 

新教育基本法 

 

（教育の目的） 

第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として

必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 

（教育の目標） 

第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。 

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を

培うとともに、健やかな身体を養うこと。 

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を

養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に

基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 

 

自由民主党 平成２２年（２０１０年）綱領 

 

三、我が党は誇りと活力ある日本像を目指す 

① 家族、地域社会、国への帰属意識を持ち、自立し、共助する国民 

② 美しい自然、温かい人間関係、「和と絆」の暮し 

③ 合意形成を怠らぬ民主制で意思決定される国と自治体 

④ 努力するものが報われ、努力する機会と能力に恵まれぬものを皆で支える社会。

その条件整備に力を注ぐ政府 

⑤ 全ての人に公正な政策を実行する政府。次世代の意思決定を損なわぬよう、国債

残高の減額に努める 

⑥ 世界平和への義務を果たし、人類共通の価値に貢献する有徳の日本 
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 資料②  

公財政教育支出の対ＧＤＰ比（２００７年） 

（出典：「図表で見る教育 ＯＥＣＤインディケータ（２０１０年版）」。以下同） 

（％） 全教育段階 初等中等教育段階 高等教育段階 

日本 ３．３ ２．５ ０．５ 

アメリカ合衆国 ５．０ ３．７ １．０ 

イギリス ５．２ ４．１ ０．７ 

フランス ５．５ ３．７ １．２ 

ドイツ ４．０ ２．６ ０．９ 

ＯＥＣＤ平均 ４．８ ３．３ １．０ 

 

一般政府総支出における公財政教育支出の割合（２００７年） 

（％）  

日本 ０９．４ 

アメリカ合衆国 １４．１ 

イギリス １１．７ 

フランス １０．７ 

ドイツ １０．３ 

ＯＥＣＤ平均 １３．３ 

 

※ 本指標における公財政教育支出とは、

国及び地方政府が教育機関に対して

支出した学校教育費及び教育行政費、

及び学生への奨学金である 

 

 

 資料③  

保育所における０～３歳児に対する公費負担額等（平成２２年度） 

（出典：「平成２３年度 予算委員会提出資料」厚生労働省） 

 
公費負担額 

（年額） 

１世帯当たりの公費負担額

（月額） 

０歳児 ２，４０２．９億円 １６．８万円 

１～２歳児 ５，４９６．２億円 ０８．１万円 

３歳児 １，１３２．８億円 ０３．５万円 
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 資料④  

特別免許状制度について（出典：「国家戦略本部 第６分科会提出資料」文部科学省） 

 

制度の目的・概要 

教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え

入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、授与権者

（都道府県教育委員会）の行う教育職員検定により学校種及び教科ごとに授与する

「教諭」の免許状（昭和６３年に創設）。授与件数は延べ２９０件 

 

件数の推移 

年 度 件数 年 度 件数 年 度 件数 年 度 件数

平成元年度 １４ 平成７年度 ００ 平成１３年度 ０４ 平成１９年度 ６９

平成２年度 ０２ 平成８年度 ０１ 平成１４年度 ０６ 平成２０年度 ５６

平成３年度 ０２ 平成９年度 ０５ 平成１５年度 ４７ 平成２１年度 ６７

平成４年度 ０３ 平成１０年度 ０１ 平成１６年度 ４９   

平成５年度 ０２ 平成１１年度 ００ 平成１７年度 ３５   

平成６年度 １２ 平成１２年度 ０１ 平成１８年度 ３７   
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 資料⑤   

平成２２年度入試における飛び入学による実績のある大学 

（出典：「国家戦略本部 第６分科会提出資料」文部科学省） 

 

制度の目的・概要 

「飛び入学」とは、特定の分野について特に優れた資質を有する学生が高等学校を

卒業しなくても大学に入学できることができる制度。大学への飛び入学であれば、

高等学校に２年以上在学した者等で、大学が定める分野で特に優れた資質を有する者が

飛び入学することができる。 

ただし、飛び入学生を受け入れる場合、大学も、「大学院が置かれ、かつ、教育研究上の

実績及び指導体制を有すること」、「特に優れた資質の認定に当たって、高等学校の

校長の推薦を求めるなど、制度の適切な運用を工夫していること」、「自己点検・評価の

実施及びその結果の公表を行うこと」の要件を満たしている必要がある。 

 

大 学 名 実 施 学 部 制度導入年度 

千葉大学（国立） 文学部・理学部・工学部 平成１０年度 

名城大学（私立） 理工学部 平成１３年度 

昭和女子大学（私立） 人間文化学部・人間社会学部・生活科学部 平成１７年度 

成城大学（私立） 文芸学部 平成１７年度 

エリザベト音楽大学（私立） 音楽学部 平成１７年度 

会津大学（公立） コンピュータ理工学部 平成１８年度 

※ 実際に受け入れるかどうかは年度によって異なる。 
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 資料⑥  

公立学校における、「小中一貫教育」・「中高一貫教育」の実施校数の推移、及び割合 

（出典：「国家戦略本部 第６分科会提出資料」文部科学省） 

年  度 中高一貫教育校数 年  度 中高一貫教育校数 

平成１１年度 ００３ 平成１７年度 １２０ 

平成１２年度 ００６ 平成１８年度 １３２ 

平成１３年度 ０３３ 平成１９年度 １４９ 

平成１４年度 ０５０ 平成２０年度 １５８ 

平成１５年度 ０８０ 平成２１年度 １６８ 

平成１６年度 １０７ 平成２２年度 １７６ 

 

平成２２年度における公立の高等学校数（全日制・定時制）に占める中高一貫教育校数の

割合は、 

  中高一貫教育校：０，１７６校（４．７％） 

  高 等 学 校 数：３，７８０校 

 

小中一貫教育校については、中高一貫教育校のように制度化されているものではないため、

学校数を計上することはできない 

 

 

 資料⑦  

大学の入学者数及び卒業者数（文部科学省「学校基本調査」を基に作成） 

入学者数 卒業者数 卒業率 

平成１７年度 ６０３，７６０ 平成２０年度 ５５５，６９０ ９２．０％ 

平成１８年度 ６０３，０５４ 平成２１年度 ５５９，５３９ ９２．７％ 

平成１９年度 ６１３，６１３ 平成２２年度 ５４１，４２８ ８８．２％ 
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 資料⑧  

外国人留学生数の推移（出典：「国家戦略本部 第６分科会提出資料」文部科学省。以下同） 

年 留学生数 

平成１２年（２０００年） ０６４，０１１ 

平成１７年（２００５年） １２１，８１２ 

平成２０年（２００８年） １２３，８２９ 

平成２２年（２０１０年） １４１，７７４ 

※「留学生３０万人計画」（骨子）が策定された平成２０年７月頃は、留学生数は１２万人

程度で頭打ちであった。 

 

外国人留学生の受入れの現状（平成２２年５月１日現在） 

国・地域名（上位３か国） 留学生数（うち短期留学生） 留学生数に占める割合 

中    国 ０８６，１７３（０３，６０５） ６０．８％ 

韓    国 ０２０，２０２（０２，０１２） １４．３％ 

台    湾 ００５，２９７（００，７１５） ０３．７％ 

※ 短期留学生とは、必ずしも我が国での学位取得を目的とせず、大学などにおける学習、

異文化体験、語学の実地習得などを目的として、概ね１学年以内の教育を受けて単位を

修得又は研究指導を受ける留学生をいう。 

 

日本から海外への留学生数の推移 

年 留学生数 

平成１０年（１９９８年） ６４，２８４ 

平成１６年（２００４年） ８２，９４５ 

平成２０年（２００８年） ６６，８３３ 

※ 平成１６年は、統計がある昭和５８年からの最高数で、それ以降、減少に転じる。 

 

日本人学生の主な留学先・留学生数（２００８年） 

国・地域（上位３か国） 留学生数 留学生数に占める割合 

アメリカ合衆国 ２９，２６４ ０４３．８％ 

中 国 １６，７３３ ０２５．０％ 

イ ギ リ ス ０４，４６５ ００６．７％ 
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